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一
人
親
家
庭
や
障
が
い
児
の

た
め
の
手
当
で
あ
る
①
児
童
扶

養
手
当
、
②
特
別
児
童
扶
養
手

当
の
現
況
届
、
所
得
状
況
届
を

以
下
の
通
り
受
け
付
け
ま
す
。

　

手
続
き
を
し
な
い
と
８
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
事
前

に
郵
送
す
る
通
知
書
を
ご
覧
に

な
る
か
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

○
提
出
期
間　

①
８
月
１
日

（
火
）
〜　

日
（
木
）
②
８

３１

月　

日
（
木
）
〜
９
月　

日

１０

１１

（
月
）
い
ず
れ
も
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
４
時　

分

３０

４５

○
提
出
方
法　

受
給
者
本
人
が

通
知
書
、
手
当
証
書
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
、

印
（
①
は
健
康
保
険
証
）
を

直
接
担
当
へ
（
郵
送
不
可
）

　

８
月
１
日
か
ら
、
老
齢
年
金

を
受
け
取
る
た
め
の
資
格
期
間

が　

年
以
上
か
ら　

年
以
上
に

２５

１０

短
縮
さ
れ
ま
す
。

　

資
格
期
間　

年
以
上　

年
未

１０

２５

満
の
対
象
者
に
は
、
「
年
金
請

求
書
（
短
縮
）
」
が
送
付
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
資
格
期
間
が　

年
未

１０

満
の
方
も
、
任
意
加
入
制
度
や

後
納
制
度
な
ど
を
活
用
し
て
、

年
金
が
受
け
取
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
先

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

▽
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル　

1
０
５
７
０

（
０
５
）
１
１
６
５
（
つ
な

が
ら
な
い
場
合
1
０
３
（
６

７
０
０
）
１
１
６
５
）
▽
厚

木
年
金
事
務
所　

1
０
４
６

（
２
２
３
）
７
１
７
１

支給額の変更
　４月分（８月振込分）支給額を以下の通り変更
しました。
○支給額（月額）　①９，９８０円～４２，２９０円（▽第２
子＝５千円～９，９９０円▽第３子以降＝３千円～ 
５，９９０円）②▽１級＝５１，４５０円▽２級＝３４，２７０円

老老老老老老老老老
齢齢齢齢齢齢齢齢齢
年年年年年年年年年
金金金金金金金金金
受受受受受受受受受
給給給給給給給給給
資資資資資資資資資
格格格格格格格格格
期期期期期期期期期
間間間間間間間間間
ののののののののの
短短短短短短短短短
縮縮縮縮縮縮縮縮縮

担担
当当

国国
保保
年年
金金
課課

11
00
44
66（（
22
55
22
））77
00
33
55

55
00
44
66（（
22
55
22
））77
00
44
33

児児児児児児児児児
童童童童童童童童童
扶扶扶扶扶扶扶扶扶
養養養養養養養養養
手手手手手手手手手
当当当当当当当当当
ののののののののの
現現現現現現現現現
況況況況況況況況況
届届届届届届届届届
ととととととととと
特特特特特特特特特
別別別別別別別別別
児児児児児児児児児

童童童童童童童童童
扶扶扶扶扶扶扶扶扶
養養養養養養養養養
手手手手手手手手手
当当当当当当当当当
所所所所所所所所所
得得得得得得得得得
状状状状状状状状状
況況況況況況況況況
届届届届届届届届届

担担
当当

子子
どど
もも
育育
成成
課課

11
00
44
66（（
22
55
22
））77
22
00
11

55
00
44
66（（
22
55
55
））55
00
88
00

　

８
月
は
、
道
路
を
広
く
、
美

し
く
、
安
全
に
利
用
す
る
た
め

に
、
道
路
の
役
割
や
重
要
性
を

考
え
る「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」

で
す
。

違
法
駐
車
・
駐
輪
を
し
な
い

　

違
法
駐
車
・
駐

輪
は
交
通
渋
滞
・

事
故
の
原
因
に
な

る
だ
け
で
な
く
、

緊
急
車
両
の
通
行
を
妨
げ
、
救

命
救
急
の
支
障
に
な
り
ま
す
。

道
路
に
物
を
置
か
な
い

　

道
路
に
商
品
を
陳
列
し
た
り
、

物
を
置
い
た
り
す
る
と
通
行
人

の
転
倒
や
け
が
の
原
因
に
な
り

ま
す
。

　

道
路
の
占
用
に
は
道
路
管
理

者
の
許
可
が
必
要
で
す
。

生
け
垣
な
ど
の
手
入
れ
を

　

生
け
垣
や
植
木
が
道
路
に
張

り
出
す
と
、
通
行
人
や
車
な
ど

の
支
障
に
な
り
ま
す
。
手
入
れ

や
管
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

８８８８８８８８８
月月月月月月月月月
ははははははははは
「「「「「「「「「
道道道道道道道道道
路路路路路路路路路
ふふふふふふふふふ
れれれれれれれれれ
あああああああああ
いいいいいいいいい
月月月月月月月月月
間間間間間間間間間
」」」」」」」」」

担担
当当

道道
路路
課課

11
00
44
66（（
22
55
22
））88
55
66
44

55
00
44
66（（
22
55
55
））33
55
55
00

　

特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
重
度
障
害
者
（
児
）
へ
の

県
や
国
の
手
当
で
あ
る
①
県
在

宅
重
度
障
害
者
等
手
当
②
特
別

障
害
者
・
障
害
児
福
祉
手
当
の

現
況
届
を
以
下
の
通
り
受
け
付

け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
事
前
に
郵
送
す

る
通
知
書
を
ご
覧
に
な
る
か
担

当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
提
出
期
間　

９
月　

日（
月
）

１１

ま
で
（
②
は
８
月　

日（
月
）

１４

か
ら
）

○
提
出
方
法　

受
給
者
本
人
ま

た
は
そ
の
家
族
が
通
知
書
に

記
載
の
必
要
書
類
を
直
接
担

当
へ

新
規
申
請

○
申
請
期
間　

①
９
月　
１１

日
（
月
）
ま
で
②
随
時

○
申
請
方
法　

事
前
に
必

要
書
類
な
ど
を
担
当
で

確
認
し
、
直
接
担
当
へ

県県県県県県県県県
在在在在在在在在在
宅宅宅宅宅宅宅宅宅
重重重重重重重重重
度度度度度度度度度
障障障障障障障障障
害害害害害害害害害
者者者者者者者者者
等等等等等等等等等
手手手手手手手手手
当当当当当当当当当
ななななななななな
どどどどどどどどど
ののののののののの

現現現現現現現現現
況況況況況況況況況
届届届届届届届届届

担担
当当

障障
がが
いい
福福
祉祉
課課

11
00
44
66（（
22
55
22
））77
99
77
88

55
00
44
66（（
22
55
22
））77
00
44
33

　

市
で
は
、
障
が
い
者
雇
用
促

進
を
目
的
と
し
て
、
障
が
い
者

を
雇
用
す
る
事
業
所
に
雇
用
報

奨
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

○
交
付
期
間　

障
が
い
者
一
人

に
つ
き
５
年
間

○
対　

象　

８
月
１
日
現
在
次

の
全
て
に
該
当
す
る
市
内
の

中
小
企
業
（
す
で
に
交
付
を

受
け
た
方
は
対
象
外
）

　

　●
 

市
内
で
１
年
以
上
継
続
し

て
事
業
を
営
ん
で
い
る
。

　

　●
 

障
が
い
者
を
１
年
以
上
継

続
し
て
雇
用
し
て
い
る
。

　

　●
 

市
税
の
滞
納
が
な
い
。

　

　●
 

従
業
員　

人
以
上
の
場
合

５０

は
、
障
が
い
者
雇
用
率
が
２

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
。

○
報
奨
金
額
（
年
額
）　

▽
市

内
在
住
の
障
が
い
者
を
雇
用

＝
一
人
に
つ
き
４
万
円
▽
市

外
在
住
の
障
が
い
者
を
雇
用

＝
一
人
に
つ
き
３
万
円

○
必
要
書
類　

障
害
者
雇
用
報

奨
金
交
付
申
請
書
、
障
害
者

雇
用
報
奨
金
交
付
対
象
者
名

簿
、
障
が
い
者
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
も
の
（
身
体

障
害
者
手
帳
な
ど
）の
写
し
、

雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
写

し
、
障
害
者
雇
用
状
況
報
告

書
（
該
当
事
業
所
の
み
）

○
申
請
方
法　

８
月　

日（
木
）

３１

ま
で
に
必
要
書
類
を
〒
２
５

２－

８
５
６
６
座
間
市
役
所

商
工
観
光
課
宛
て
に
郵
送
ま

た
は
直
接
担
当
へ

障障障障障障障障障
害害害害害害害害害
者者者者者者者者者
雇雇雇雇雇雇雇雇雇
用用用用用用用用用
報報報報報報報報報
奨奨奨奨奨奨奨奨奨
金金金金金金金金金

担担
当当

商商
工工
観観
光光
課課

11
00
44
66（（
22
55
22
））77
66
00
44

55
00
44
66（（
22
55
55
））33
55
55
00

　介護予防の知識と高齢者向けの運動指導技術を学び、地域で介護予防活動
を広める「ざまシニアサポーター」の育成講座を開催します。
　講座修了者は、ざまシニアサポーターとして登録し、介護予防教室の運営
補助および介護予防に役立つサロンやサークルなど高齢者の居場所立ち上げ
を行ってもらいます。「いくつになってもいきいき元気なまち　ざま」を一
緒につくりましょう。
○と　き　９月１３日～２７日毎週水曜日午後２時～３時３０分（全３回）
○ところ　サニープレイス座間（総合福祉センター）
○対　象　介護保険の要支援・介護認定がないおおむね６０～７０歳の方、介護
予防に資する高齢者の居場所運営・支援に携わる方

○定　員　４０人（申込順）
○申込方法　８月１０日（木）までに電話、ファクスまたは直接担当へ

担当 介護保険課　1０４６（２５２）７０８４　5０４６（２５２）８２３８
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